
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年７月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

広告灯組込用直流電源装置 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 広告灯の内部に組込んで使用するＬＥＤの電源装置である。 

 自社の広告灯に組込み出荷するが、電源装置単品で他事業者に販売することもあ

る。 

 

○構造、仕様、意匠 

 装置は、全面合成樹脂ケースで覆われており、入力側及び出力側共に口出し線

方式で、取付け用のネジ穴を有している。 

 定 格：１００～２４０Ｖ、５０－６０Ｈｚ、０.２８Ａ、２５Ｗ 

     出力ＤＣ２４Ｖ、０.８５Ａ、２０Ｗmax 

 

○主な使用者、販売先 

広告灯製造事業者等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品中、交流用電気機械器具の「直流電源装置」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、広告灯に組込んで使用するＬＥＤ電源装置とのことであるが、全面合

成樹脂ケースで覆われており、他の事業者に単品で販売するため用途は限定され

ず、独立型の「直流電源装置」として完成している。したがって、「機械器具に

組み込まれる特殊な構造」に該当しないことから、「直流電源装置」として取り扱

うことが妥当と判断する。 

 


